
No．１

県
職
労
ニ
ュ
ー
ス

兵庫

兵
庫
県
職
員
労
働
組
合

情
報
宣
伝
部

金
本

信
二

公
務
員
賠
償
責
任
保
険
（
以
下
、
公
賠
責
）
は
、
住
民
監
査
請
求
に

よ
る
損
害
賠
償
請
求
や
自
治
体
か
ら
職
員
へ
弁
償
請
求
等
が
あ
っ
た
場

合
に
、
損
害
賠
償
金
や
訴
訟
費
用
を
補
償
す
る
制
度
（
保
険
）
で
す
。

県
職
労
の
基
本
姿
勢
は
、
業
務
上
生
じ
た
問
題
で
、
職
員
個
人
の
責

任
が
追
及
さ
れ
た
り
、
損
害
請
求
が
及
ば
な
い
よ
う
、
当
局
責
任
を
追

及
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
近
年
、
県
民
の
行
財
政
へ
の
関
心
の
高
ま

り
、
情
報
公
開
制
度
の
浸
透
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
職
員
個

人
に
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
事
例
が
全
国
的
に
増
加
し
、
兵
庫
県
も

例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
「
リ
ス
ク
の
高
い
職
場
で
働
く

組
合
員
を
組
合
全
体
で
支
え
合
う
」
と
の
組
合
の
助
け
合
い
の
一
環
と

し
て
、
組
合
員
が
公
賠
責
に
加
入
を
希
望
す
る
場
合
は
、
掛
け
金
（
じ

ち
ろ
う
公
賠
責
タ
イ
プ
Ｃ
相
当
）
を
県
職
労
で
負
担
す
る
取
り
組
み
を

始
め
ま
し
た
。

４
月
か
ら
新
規
採
用
職
員
・
会
計
年
度
任
用
職
員
を
対
象
に
、
先
行

し
て
取
り
組
み
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
今
後
は
希
望
す
る
組
合
員
全
員

が
対
象
と
な
り
ま
す
。
積
極
的
な
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
と
は

全
国
規
模
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た

保
険
料
水
準
・
補
償
内
容

〇
初
年
度
加
入
日
よ
り
前
に
行
っ
た
行
為
に
起
因

す
る
請
求
も
遡
及
期
間
無
制
限
で
補
償
、
退
職

後
も
５
年
間
補
償

〇
刑
事
事
件
（
職
務
で
行
っ
た
行
為
）
に
関
す
る

弁
護
士
費
用
ま
た
は
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
も
、

業
務
上
過
失
致
傷
罪
の
疑
い
の
場
合
支
払
わ
れ

ま
す
。

〇
管
理
職
と
な
っ
た
場
合
も
、
引
き
続
き
、
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
「
管
理
職
脱
退
」

と
な
っ
た
時
点
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

〇
会
計
年
度
任
用
職
員
も
加
入
で
き
ま
す
！

２
．
申
し
込
み
手
続
き
等

（
１
）
新
た
に
加
入
す
る
方

◯
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
タ
イ
プ
Ｃ
以
外
に
加
入
を
希
望
す
る
場
合
は
、

差
額
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。
差
額
分
は
10
月
組

合
費
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
し
ま
す
。

（
２
）
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
に
加
入
中
の
方

◯
７
月
20
日
前
後
に
継
続
加
入
依
頼
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
現
在
加
入
し
て
い
る
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合

は
、
手
続
き
は
不
要
に
な
り
ま
す
。

掛
け
金
は
県
職
労
が
納
付
す
る
こ
と
か
ら
、
口
座
振

替
は
自
動
的
に
ス
ト
ッ
プ
し
ま
す
。

な
お
、
タ
イ
プ
Ｃ
以
外
で
個
人
負
担
が
生
じ
る
場
合

は
、
10
月
分
組
合
費
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
し
ま
す
。

◯
現
在
の
補
償
内
容
を
変
更
す
る
場
合
は
、
継
続
加
入

依
頼
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
３
）
互
助
会
公
賠
責
に
加
入
中
の
方

◯
互
助
会
公
賠
責
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
じ
ち

ろ
う
公
賠
責
と
同
額
（2,

88
0

円
）
の
年
間
保
険
料
を

県
職
労
が
負
担
し
ま
す
。

そ
の
場
合
は
、
毎
年
の
互
助
会
公
賠
責
証
書
（
写
）

の
提
出
及
び
、
労
金
口
座
開
設
届
（
県
職
労
負
担
分

の
振
り
込
み
に
必
要
）
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◯
た
だ
し
、
切
り
替
え
前
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
切
り

替
え
後
も
補
償
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
可
能
な

限
り
、
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
へ
の
切
り
替
え
を
お
願
い

し
ま
す
。

＊
切
り
替
え
の
ご
相
談
・
問
い
合
わ
せ
は
、
本
部
ま
た

は
支
部
役
員
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

（
４
）
獣
医
師

◯
獣
医
師
は
、
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
の
「
専
門
業
務
（
獣

医
師
等
）
に
起
因
す
る
所
定
の
事
故
に
対
す
る
免
責

の
規
定
」
に
よ
り
、
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
互
助
会
公
賠
責
の
セ

ッ
ト
４
相
当
の
掛
け
金
（3,

8
4
0

円
）
を
県
職
労
で
負

担
し
ま
す
。
既
に
、
互
助
会
公
賠
責
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、
証
書
（
写
）
と
労
金
口
座
開
設
届
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◯
互
助
会
公
賠
責
に
新
た
に
加
入
す
る
場
合
は
、
申
込

書
（
写
）
、
労
金
口
座
開
設
届
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
互
助
会
の
募
集
時
期
が
じ
ち
ろ
う
公

賠
責
と
は
異
な
る
た
め
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３
．
申
し
込
み
締
め
切
り

締
切
は
各
支
部
の
通
知
等
を
ご
確
認
下
さ
い
。

（
参
考:

８
月
10
日
本
部
必
着
）

（
保
険
期
間2

0
2
1

年
10
月
１
日
午
後
４
時
～

2
0
2
2

年
10
月
１
日
午
後
４
時
ま
で
）

＊

11
月
発
効
以
降
の
中
途
加
入
（
補
償
期
間:

加

入
締
め
切
り
翌
月
１
日
午
前
０
時
～2

0
2
1

年
10

月
１
日
午
後
４
時
ま
で
）
も
可
能
で
す
。

４
．
県
病
労
の
対
応

〇
知
事
部
局
と
異
な
り
、
病
院
現
場
で
は
、
余
程

の
こ
と
で
な
い
限
り
、
業
務
上
の
過
失
の
責
任

が
個
人
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で

か
ら
、
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
の
取
り
組
み
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

〇
た
だ
、
じ
ち
ろ
う
公
賠
責
は
、
患
者
対
応
等
の

ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
等
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に
は
看
護
職
の
加
入

者
も
あ
り
ま
す
（
約40

0

人
）
。

〇
今
後
、
県
病
労
と
し
て
公
賠
責
の
取
扱
い
を
、

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

一
昨
年
度
、
西
館
受
水
槽
の
漏
水
事
故
を
私
の

不
注
意
に
よ
り
発
生
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
県

民
の
皆
様
に
は
税
金
の
無
駄
を
し
、
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
た
こ
と
を
陳
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、
県
職

員
や
公
務
員
の
皆
様
に
も
ご
迷
惑
、
ご
心
配
を
お

か
け
し
た
こ
と
を
陳
謝
致
し
ま
す
。

事
故
発
生
直
後
は
賠
償
の
必
要
な
し
、
と
の
通

知
を
頂
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
年
、
突
如
、
県

か
ら
賠
償
請
求
す
る
と
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

通
知
か
ら
支
払
い
期
限
ま
で
、
時
間
が
な
い
中
、

組
合
に
は
当
局
と
の
調
整
等
を
行
っ
て
頂
き
、
そ

の
結
果
、
負
担
額
を
下
げ
て
頂
い
た
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

組
織
と
個
人
が
交
渉
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
。
事
故
を
発
生
さ
せ
た
私
が
言
え
た
義
理

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
い
職
場
人
生
、
何
が
あ

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
私
は
長
年
、
組
合
に
入
っ

て
い
て
よ
か
っ
た
、
と
常
々
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
の
件
で
お
骨
折
り
く
だ
さ
っ
た
、

県
職
労
組
合
に
感
謝
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

じちろう公賠責タイプC相当を負担！

「
県
庁
西
館
受
水
槽
漏
水
事
故
」
に

か
か
る
ご
本
人
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

＊
現
在
は
公
賠
責
を
申
請
中

2021.6.18


